
  

 

 

 

 

“医療費のお知らせ”を配信いたします。 

昨年まで封書でお配りしていた“年間医療費のお知らせ”は今年より Pep Upでの配信に移行します。 

 

 

 

“医療費のお知らせ”は毎月２５日（休日の場合は翌営業日）に配信されます。診療履歴が見られるため、これ

までの診療履歴と比較することで、健康状態を維持できているのかなどを確認することができます。 

また、ご自身が支払った医療費や健康保険組合が負担した費用なども知ることができます。 

 

 

 

医療費控除とは、１年間に本人および生計を一にする家族のために支払った医療費が１０万円を超えるとき

などに受けることができる所得控除です。 

国税電子申告（e-Tax）用医療費データは、毎年１月、前年の１月～１０月分がまとめて配信されます。（１１月

～１２月分についてはお手元にある領収書でご対応ください。） 

※e-Tax用医療費データのダウンロード方法についてはこちらをご覧ください。 

※確定申告についての詳細は国税庁の確定申告特集ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武健康保険組合ホームページからもご覧になれます。 

https://www.seibu-kenpo.or.jp 

 

http://www.seibu-kenpo.or.jp 

No.11２８ 
202５.１.２４ 
西武健康保険組合 

・Pep Upの登録方法はこちら 

・「本人確認用コード」を紛失した方はこちら 

      ぜひこの機会にご登録ください！ 

 Pep Upアプリのダウンロードはこちら 

 

iPhone      Android 

 

 

“医療費のお知らせ”とは？ 

医療費控除について 

 

https://www.seibu-kenpo.or.jp/UploadedFiles/e-Tax%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BFDL%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
https://www.seibu-kenpo.or.jp/member/health/pepup.html
https://pepup.life/users/ekyc/nwlX0mVG/sign_up


 

 

①Pep Upにログインし、ホーム画面上の「医療費」または「メディカル」を選択します。 

 ホーム画面（パソコン）                      ホーム画面（アプリ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②「医療費のお知らせ一覧」から閲覧したい対象の月の医療費の「詳細」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆該当月に医療費が発生していた方にはメールが送信されます。 

 

 

 

 

 

 

“医療費のお知らせ”の閲覧方法 

最新５件の医療費を表示します。

最新５件より以前の医療費を確認し

たい場合は「もっと見る」をクリックし

てください。

 


